
浪江町町民参加条例改正案

前文
　　　浪江町は、美しい海と緑豊かな山々と清らかな川の流れに抱かれ、穏やかな気候と明
媚な景観と山海の幸と四季の稔りに恵まれた、わたし達の麗しい故郷だった。

　　　この土地で古くから人々は暮らしを営み、脈々と歴史を重ね、文化を育んできた。
　　　しかし、先人が守り育てわたし達が受け継いできた故郷の風土と歴史と文化は、平成
２３年３月１１日の東日本大震災の被害から立ち直る暇もなく、東京電力福島第一原
子力発電所事故によって破壊され、今、存亡の危機に瀕している。

　　　すべての住民が故郷を追われ、コミュニティが崩壊した現在の困難な状況の中で、わ
たし達は故郷を取り戻すため、町民と町政に携わるもの全ての協働によって復興に取り
組むため、そして帰還した故郷をさらに美しい町にするために、町政への町民の参加に
関して、その基本理念を明確にし、その構造についての基本事項を定めて、ここに「浪江
町町民参加条例」を制定する。
この条例は、かかる困難な状況に基づく単純な選択の帰結ではなく、地方自治の本旨
についての共通の理解に基づいて、我々浪江町民と浪江町政に携わるもの全てが、自主
的且つ能動的に策定し、理念の実現へ向けての協働を宣言するものである。、

（目的）
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより

住民自治の一層の推進を図り、もって町の復興を促進することを目的とする。
（基本理念）
第2条 町民参加の推進は、地方自治法の本旨に基づき、町民の持つ豊かな社会経験を
　活かし、町民の創造的活動を通して、町民と町が協働して、将来のより良いまちづく
りの実現を図ることを基本理念とする。
２　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、全町民が避難生
活を強いられ、地域コミュニテイの崩壊の危機に瀕している状況に鑑み、町民及び
町出身者の幅広い参加により、地域コミュニテイの維持、町への帰還及び町の復興
の実現を図ることを、基本理念とする。
３　町民は、自治の本旨に基づき、積極的且つ能動的に町政に参画すべく努めなけれ
ばならない。
４　行政及び議会は、町民の自治への参加を促進し、町民の意見が町政に適切に反映
されるよう、政策の策定・実施、条例その他の規定の制定・改廃において、最大限に
配慮することを要する。



（町民）
第3条 本条例における町民の定義は、次のとおりとする。
　　①　住民、町内に住所を有するもの

2 町内に事業所を有する法人その他の団体又は個人事業主
3 町内の事業所に在勤又は町内の学校に在学するもの

　（準町民）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
条４第　前条の規定に関わらず、浪江町の復興活動に関与する人材を確保し、団体活動を

より有効なものとするために、次に掲げる要件に適合する個人又は団体は、名簿へ
の登録を条件として、町民に準ずるものとする。

　　　①　平成２３年３月１１日以前に浪江町民であった者
2 平成２３年３月１１日以前に浪江町民であった法人及びその他の団体
3 平成２３年３月１１日以降に、浪江町外で設立された団体で、組織と会員に関す
る規定が明確であり、浪江町の復興、浪江町民及び浪江町出身者の親睦と交流の
維持・拡大又は地域文化の保存・継承を目的とする法人及びその他の団体

　　　２　準町民名簿の作成・管理に関しては、別に定める。
　（町民参加の方法）
第5条 　町民は、町政への参画のため、次の権限を行使できる。

1 町民集会及び復興会議に参加すること
2 町の執行機関の附属機関の公募委員となること
3 町民集会及び復興会議の開催を請求すること
4 町政に関する意見を、行政又は議会に具申すること
5 町政に関する情報の開示又は公開を、行政又は議会に請求すること

　（町民集会）
　第６条　行政は、町政に関する試作を立案・制定・実施するにあたって、広く町民からの

要望・意見等を聴取し、施策に反映させることを目的として、議会及び町民との連
携のもと、町民集会を実施しなければならない。

　　　２　町民集会は、毎年１回以上開催することを要する。
　　　３　町民集会の開催要項については、別に定める。
　（復興会議）
　第７条　行政は、浪江町の復興に関する施策を立案・制定・実施するにあたって、広く町

民からの要望・意見等を聴取し施策に反映させることを目的として、議会及び町民
との連携のもと、復興会議を実施しなければならない。

　　　２　町の復興を目的とすることに鑑み、復興会議は、年２回以上開催することを要す
る。

　　　３　復興会議の開催要項については、別に定める。
　



（コミュニティの形成と維持）
　第８条　住民相互の及び住民と行政との協働を促進し、コミュニティの形成と維持を円滑

ならしめるために、行政区及び自治会組織への加入は、行政と住民が協力して促進
に努めるものとする。

　（公開の原則）
　第９条　行政の附属機関等の会議は、公開を原則とする。
　　　２　非公開とすべき場合については、別に定める。
　（公募の原則）
　第１０条　行政の附属機関等の委員は、その全部又は一部を公募により選考しなければ

ならない。
　　　２　公募及び選考に関する事項は、別に定める。
　（附則）
　第１１条　この条例は、平成　　年　　月　　日から施行する。


